
 
 

 

 

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

最終更新日：2026年3月31日 

株式会社セレス 
代表取締役社長 都木 聡  

問合せ先：コーポレートコミュニケーション部  03-6455-3756 

証券コード：3696 

https://ceres-inc.jp/ 

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

当社は、上場企業として長期的な視野に立った企業価値の最大化を図るための体制構築をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「経営の効

率化」の推進と「コンプライアンスの強化」を図るべく経営管理組織の充実を図っております。 

当社は、事業をとりまく状況変化のスピードが早いインターネット関連業界に属しており、経営の機動性を確保すると同時に透明性及び健全性を 

高め、株主、顧客、ユーザー、及び従業員等のステークホルダーからの信頼性を確保することが経営の最重要課題の一つであると認識しておりま

す。情報管理を徹底するとともに、必要な情報開示を遅滞なく適切に行い、ステークホルダーに対する説明責任を果たしてまいります。また、コンプ

ライアンスの強化を図るため、内部監査制度の強化、プライバシーマークでのルール厳守等を梃子にしたサービス品質の向上等、積極的に対処し

ており、今後とも社内体制の充実に真摯な姿勢で臨んでいく所存であります。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 

 

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 

【原則1-4. いわゆる政策保有株式】 

政策保有株式については、対象企業との業務連携及び情報共有等から得られるシナジー効果を慎重に検討したうえで限定的に保有することを基

本方針としております。また、継続保有の判断については適宜見直しを行い、保有意義が不十分な銘柄については縮減を進めていきます。政策

保有株式に係る議決権行使については、①対象企業が適切なガバナンス体制を持っているか、②上記シナジー効果が最大限発揮され当社の企

業価値が増大するか等を考慮のうえ判断しております。 

 

【原則1-7. 関連当事者間の取引】 

当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反の生じるおそれのある取引（関連当事者間の取引）を行う場合に

は、会社法及び当社の取締役会規程に基づき、取締役会における事前承認を求めております。 

 

【補充原則2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保】                                                                                                            

2025年12月末現在における当社グループの女性従業員数は全従業員の46.2％、当社の管理職に占める女性割合は19.0％となっております。当

社はこれまで、ジェンダー、国籍などを問わず必要な人材を採用しており、中核人材についても同様に、ジェンダー、国籍、新卒・中途採用に関わ

らず有能な人材を登用する方針としております。 

なお、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針及びその実施状況については当社ホームページをご参照下さい。 

（https://ceres-inc.jp/csr/policies/social/diversity/） 

 

【原則2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は企業年金制度を導入しておりません。 

【原則3-1. 情報開示の充実】 

 (1)当社の経営理念はホームページ（https://ceres-inc.jp/company/vision/）に掲載しております。 

 

(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「I．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び

資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1．基本的な考え方」に記載の通りです。また、当社ホームページ（https://ceres-inc.jp/ir/governance 

/）及び有価証券報告書においても記載しております。                               

(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書「Ⅱ．1．【取締役報酬関係】」に記載の通りです。 

(4)取締役候補（監査等委員である取締役を除く）の選定については、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の設定基準をふまえ取締役会

で決定しております。 

①当社の経営を的確、公正かつ効果的に遂行できる知識及び経験を有していること 

②経営環境等を客観的に分析・判断する能力を有していること 

③法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有していること 

 

監査等委員である取締役候補の選定については、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、法律や財務等に関する高い専門性や幅広い知見を有

していること、客観的かつ中立的な立場から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た

上で行うこととしております。 

 

取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 

 CORPORATE GOVERNANCE 
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①公序良俗に反する行為があった場合 

②健康上の理由により職務継続が困難となった場合 

③選定基準に定める資質が認められない場合                  

(5)社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 

【補充原則3-1-3. サステナビリティについての取り組み等】 

当社は、「価値の開花、未来豊穣」をミッションとして掲げ、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」というビジョンのもと、事

業基盤の強化と成長領域への投資を通じて、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。これらの実現に向け、気候変動などの地球

環境問題への対応、従業員の健康・労働環境への配慮など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつな

がる重要な経営課題であると認識しており、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、横断的かつ機動的にサステナ

ビリティの推進に取り組んでまいります。 

サステナビリティ推進委員会が選定した当社のマテリアリティは以下の通りであります。 

 

[マテリアリティ] 

・自社サービスを通じた豊かな社会の実現への貢献 

・オープンイノベーションによる社会課題解決・経済発展への貢献 

・デジタル広告の公正な運用と業界の健全な発展への貢献 

・環境に配慮した製品・サービスの提供 

・多様な人材の活躍 

・情報セキュリティとプライバシー 

・コーポレート・ガバナンスの強化 

 

なお、当社のサステナビリティについての取組み、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響についての分析

は、当社ホームページ（https://ceres-inc.jp/csr/）をご参照下さい。 

 

【補充原則4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲及びその概要】 

当社は、社内規程において、取締役会と経営陣の権限を明確に定めております。 

取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、金額規模・経営戦略上の重要性を鑑みて、業務執行機関へ裁量を与え、業務執行の柔軟性・迅

速性を確保しております。 

 

【原則4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 

当社は、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の

独立性判断基準に従って検討しております。 

＜独立性判断基準＞ 

当社は、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。 

(1)セレス関係者 

・本人がセレスグループの出身者 

・過去５年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部  

(2）主要取引先関係者 

セレスグループにおいて過去3年間継続して連結売上高の3%以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員   

(3）専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、司法書士等） 

セレスグループから過去5年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合  

(4）その他 

・取締役の相互派遣の場合 

・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合 

 

【補充原則4-10-1. 任意委員会活用の仕組み】 

当社は、取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ること

を目的として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置しております。指名・報酬諮

問委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役の選解任、代表取締役の選解任（後継者計画を含む）、役員報酬等について審議し、その内容を

取締役会へ答申しております。 

 

【補充原則4-11-1. 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方】 

当社取締役会は、他社での経営経験や財務・会計・法務に深い知識を有する社外取締役を含め、多様な知識・経験・能力を有する取締役により

構成されており、取締役候補者の決定については委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会にて実施

しております。また、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを作成しており、株主総会招集通知にて開示しております。  

 

【補充原則4-11-2. 取締役の兼任状況】 

当社の取締役は、その役割・責務を適切に果たすために、十分な時間と労力をその業務に充てております。 

なお、重要な取締役の兼任状況は、有価証券報告書にて開示しております。 

 

【補充原則4-11-3. 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要】 

当社取締役会は、各取締役に対して取締役会の実効性についての評価をアンケート形式で実施し、その結果について評価・分析を行う体制を構

築しております。2025年度の評価結果の概要については当社ホームページ（https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/tdnet/2733660/00.pdf）にて公表

しております。 

当該評価結果を踏まえた取締役会の機能向上に向けた取り組みの一環として、2026年2月より、外部専門機関を活用したメディアトレーニングを実

施しております。これにより、ステークホルダーに対する適切な情報発信および対話能力のさらなる向上を図っております。当社は今後も、取締役

の役割・責務を果たすために必要なトレーニングを継続的かつ積極的に導入していく方針です。 

 

【補充原則4-14-2. 取締役に対するトレーニングの方針】 

当社は、取締役に対するトレーニングとして、社外役員を含む新任取締役に対し、当社の説明会、事業勉強会を実施し、当社に関する知識の習得

を支援する方針であります。また、取締役の業務を行うにあたって必要な基本知識を学ぶための外部教育訓練について費用を負担することで、取

締役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を行う方針であります。 

 

 



【原則5-1.  株主との建設的な対話に関する方針】 

持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、株主を含む投資家と積極的な対話を行い、得られた知見を適切に経営に反映させていくこと

が重要と認識しております。代表取締役社長及び管理本部がIR体制を整備し、株主からの質問や投資家からの取材に積極的に応じております。 



補足説明 

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示あり】 

具体的な対応状況については、2026年3月6日に開示した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」をご覧ください。 

日本語版：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/tdnet/2773106/00.pdf 

英語版：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/announcement/118571/00.pdf 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 10%未満 

 

【大株主の状況】 
 

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％） 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,209,794 10.48 

有限会社ジュノー・アンド・カンパニー 1,180,000 10.22 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 815,200 7.06 

都木 聡  748,900 6.49 

株式会社サイバーエージェント 500,000 4.33 

赤浦 徹  280,000 2.42 

野崎 哲也 223,400 1.93 

小林 保裕 212,900 1.84 

大田 宜明 174,900 1.51 

谷地舘 望 152,400 1.32 

 

 

支配株主（親会社を除く）の有無 ――― 

親会社の有無 なし 

 

 

――― 

 

 

３．企業属性 

上場取引所及び市場区分 東京 プライム 

決算期 12 月 

業種 情報・通信業 

直前事業年度末における（連結）従業員
数 

 

100人以上500人未満 

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満 

 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

――― 

 

 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

該当事項はございません。 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/tdnet/2773106/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3696/announcement/118571/00.pdf


会社との関係(1) 

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】 
 

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 

定款上の取締役の任期 1年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 10名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 5名 

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数 

 

5名 

 

 

 

 

氏名 属性 
会社との関係(※) 

a b c d e f g h i j k 

多田 斎  他の会社の出身者            

佐藤 祥子 他の会社の出身者            

髙橋 由人 他の会社の出身者        ○    

上杉 昌隆 弁護士            

大川 紗苗 他の会社の出身者            

※  会社との関係についての選択項目 

※  本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 

※  近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 

a 上場会社又はその子会社の業務執行者 

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

k その他 

 

 

 

 

 

 

 

 



会社との関係(2) 

 

 

氏名 
監査等
委員 

独立
役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

 

 

 

 

多田 

 

 

 

 

斎 

  

 

 

 

○ 

 

 

 

 

――― 

多田氏は、金融機関を中心として代表者・役員

を歴任され、企業経営の実務において豊富な

経験と見識を有しており、当社の経営監督機能

の強化にその資質を活かしていただけると判 

断し、社外取締役に選任しております。また、多

田氏は当社との間に特別な関係はなく、さら 

に、当社経営陣と利害関係もないことから、高

い独立性を有していると判断され、一般株主と

利益相反が生じるおそれはない独立役員とし

て指定しております。 

 

 

 

 

佐藤 

 

 

 

 

祥子 

  

 

 

 

○ 

 

 

 

 

――― 

佐藤氏は、技術広報及びDeveloper Relations
の分野における豊富な経験並びに高い見識を
当社の経営において活かしていただけると判断
したため、当社の持続的な成長及び中長期的
な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適
切に行っていただくことができるものと期待し、
社外取締役に選任しております。また、佐藤氏
は当社との間に特別な関係はなく、さらに、当
社経営陣と利害関係もないことから、高い独立
性を有していると判断され、一般株主と利益相
反が生じるおそれはない独立役員として指定し
ております。 

 

 

 

 

髙橋 

 

 

 

 

由人 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 
髙橋氏は、金融機関を中心としたこれまでの経

験と幅広い見識を有しており、当該見識等をも

とに客観的に経営の妥当性を監督し、当社の

監査機能の強化にその資質を活かしていただ

けると判断し、社外取締役（監査等委員）に選

任しております。また、髙橋氏は当社経営陣と

利害関係もないことから、高い独立性を有して

いると判断され、一般株主と利益相反が生じる

おそれのない独立役員として指定しておりま     

す。 

 

 

 

 

 

上杉 

 

 

 

 

 

昌隆 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

――― 

上杉氏は、弁護士として専門的見地並びに豊

富な経験と知識を有しており、法的観点から公

正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社

の監査機能の強化にその資質を活かしていた

だけると判断し、社外取締役（監査等委員）に

選任しております。また、上杉氏は法律事務所

を開設しておりますが、当社との間に特別な関

係はなく、さらに、当社経営陣と利害関係もな

いことから、高い独立性を有していると判断さ

れ、一般株主と利益相反が生じるおそれのな

い独立役員として指定しております。 

 

 

 

 

 

大川 

 

 

 

 

 

紗苗 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

――― 

大川氏は、公認会計士・税理士として財務、会

計及び税務に関する専門的知見を有してお

り、当該知見をもとに客観的に経営を監督し、

独立した立場から当社のガバナンス体制の一

層の強化に貢献していただけると判断し、社外

取締役（監査等委員）に選任しております。さら

に、当社経営陣と利害関係もないことから、高

い独立性を有していると判断され、一般株主と

利益相反が生じるおそれのない独立役員とし

て指定しております。 

 

 

 

 

 



監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

委員構成及び議長の属性 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

 

 

【監査等委員会】 

 

 

 

全委員（名） 常勤委員（名） 
社内取締役 

（名） 
社外取締役 

（名） 
委員長（議長） 

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役 

 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無 

 

あり 

 

 

監査等委員会の職務を補助するため、「監査等委員会規程」に基づき監査等委員会事務局を設置し、内部統制業務等に従事している従業員を補

助使用人として選任しております。 

また、当該補助使用人の業務執行取締役等からの独立性を確保するため、「監査等委員会監査基準」において、以下を明記しております。 

・監査等委員会は補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努める 

・監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令権 

・補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権 

 

 

 

当社の会計監査は、有限責任監査法人トーマツが実施しております。監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を設け、監査計画や監査の方

法及び結果について報告を受けるとともに、随時意見交換を行い連携強化に努めております。 

内部監査につきましては専任の内部監査グループが事前に策定した内部監査計画に従い内部監査を実施し、結果について代表取締役社長及び

取締役会に報告するとともに監査等委員会にも共有する体制となっております。 

また、監査等委員会、会計監査人、内部監査グループは、三様監査の連携を強め、互いの監査によって得られた情報を共有し、組織的な監査業

務を行えるよう、相互連携による実効性の向上及び監査環境の整備に努めております。 

 

 

 

 

 



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性 

補足説明 

その他独立役員に関する事項 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

 

【任意の委員会】 
 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 

 

あり 

 

 

 
委員会の名称 全委員（名） 

常勤委員 

（名） 

社内取締役 

（名） 

社外取締役 

（名） 

社外有識者 

（名） 
その他（名） 

委員長（議

長） 

指名委員会に相当

する任意の委員会 
指名・報酬諮問委員

会 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 
社内取

締役 

報酬委員会に相当

する任意の委員会 

指名・報酬諮問委員

会 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 
社内取

締役 

 

 

取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的と

して、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置しております。 

 

 

【独立役員関係】 
 

独立役員の人数 5名 

 

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

 

 

【インセンティブ関係】 
 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況 

 

譲渡制限付株式報酬制度の導入、業績連動報酬制度の導入、その他 

 

 

当社は、各取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の報酬について、短期インセンティブである業績連動型の賞与、および中長

期的な企業価値向上と株主価値の共有を目的とした譲渡制限付株式報酬（RS）を導入しております。なお、過去に導入していたストックオプション

制度については、2024年中に全て権利行使期間が満了しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 なし 

 

 

現在、当社の取締役に対して付与されている未行使の新株予約権はありません。 

子会社における付与状況については、当該子会社の貢献度や役割に基づき、個別に決定しております。 



該当項目に関する補足説明 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【取締役報酬関係】 
 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない 

 

 

 

 
第21期（2025年12月期）における役員報酬等の額は以下の通りであります。 

取締役（監査等委員を除く）6名  284,565千円（うち社外取締役） （2名) (9,600千円） 

取締役（監査等委員）3名 17,910千円（うち社外取締役） （2名） （8,700千円） 

 

 

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無 

 

あり 

 

 

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において「取締役報酬ポリシー」を定めておりましたが、サステナビリティ経営の実効性を高め、中長期的

な企業価値向上に対する取締役のコミットメントを一層明確にするため、2026年3月30日開催の第21回定時株主総会における承認を経て、同日

付で当該ポリシーを改定いたしました。 改定後の「取締役報酬ポリシー」の概要は次のとおりです。 

なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、引き続き基本報酬（固定報酬）のみとしております。 

 

＜取締役報酬ポリシー＞ 

1．取締役報酬の基本方針 

・取締役各人の経歴・職歴・職務・職責等に応じ、当社の業績・経営環境等を考慮の上、決定する。 

・株主の皆様の期待に応えるよう取締役が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社グループ全体の価値の向上に資する 

ものとする。 

・当社の企業理念を実践できる多様で優秀な人材を確保するために、競争力のある報酬水準を目指す。 

・気候変動とサプライチェーンの持続可能性を経営の重要課題と位置づけ、その達成度を評価するサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT） 

を報酬設計に組込み、ESGへの取組み強化・サステナビリティ経営の実効性を担保する。 

・取締役の報酬体系のみならず、各取締役の個人別の報酬に関しても、社外取締役が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会 

の審議及び監督を経ることで、客観性及び透明性を確保する。 

 

2. 取締役報酬の基本構成 

コーポレート・ガバナンスの維持・向上の観点及び基本方針の実践の観点から、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）

の報酬は、(1)固定報酬である基本報酬、(2)短期インセンティブ報酬としての賞与、(3)中長期インセンティブ報酬としての株式報酬（事前交付型譲

渡制限付株式）の3類型により構成する。社外取締役の報酬は、期待されるその役割に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとする。 

 

3. 各報酬類型の額の決定方針 

(1) 基本報酬（固定報酬） 

役位、常勤・非常勤の別、経歴、過去の給与・報酬水準、担当分野・職務の内容、同業界の報酬水準等を総合的に考慮して、決定することとす

る。 

(2）賞与 

短期インセンティブ報酬としての性質及び株主の利益との共通化という観点から、取締役会で決議し業績予想として毎年2月頃に公表する連結

当期純利益（連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益を意味し、以下「連結当期純利益」という。）の額の達成状況に応じて、各取

締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の職位、対象となる事業年度に係る当該取締役の基本報酬額、当該事業年度における貢

献度、担当事業部門の業績・成長率等を考慮して基準額を算出する。算出された基準額に非財務指標であるSPTの達成度に応じた一定の係数を

乗じたものを各取締役の賞与として決定する。 

賞与決定に用いるSPTは、気候変動対策における国際的評価指標である【CDP※1気候変動スコア】とする。 

(3）株式報酬（事前交付型譲渡制限付株式） 

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限

付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する。その株式報酬の合計は、年50,000株以内及び年額300,000千円以内に収まることを前提

として、対象となる事業年度に係る当社グループにおける連結当期純利益の額を考慮して決定するものとし、また、個人別の株式報酬の付与数

及びその付与のために支給する金銭債権の額は、対象となる事業年度に係る対象となる取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く。以下「対象取締役」という。）の基本報酬額のほか、各対象取締役の当該事業年度における貢献度、担当事業部門の業績・成長率、当社普通

株式の株価の動向等を考慮して基準額を算出する。算出された基準額に非財務指標であるSPTの達成度に応じた一定の係数を乗じたものを各

取締役の株式報酬として決定する。 

株式報酬の決定に用いるSPTは、サプライチェーンの持続可能性における国際的な評価指標である、【Eco Vadis※2メダルスコア】とする。 

 

4. 取締役報酬の決定プロセス等 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬のうち、基本報酬及び賞与については、個々の取締役の相互評価、指名・報酬諮問委員

会における原案の審議・策定、取締役会における各報酬の総額の決定等を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長において、個人別

の額を決定する。また、株式報酬（事前交付型譲渡制限付株式）については、指名・報酬諮問委員会における原案の審議・策定を経て、取締役会

において、個人別の額及び付与数を決定する。SPT評価は、毎年事業年度末を目途に評価結果を取得し、サステナビリティ委員会からの報告に

基づいて、指名・報酬諮問委員会にて客観的に審議・検証された後、報酬の最終決定プロセスに組み入れ決定する。  

 

（※１）CDP：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト 

１．説明 

 企業や自治体の環境情報の開示を促進する国際的な非営利団体であり、気候変動・水・森林・生物多様性・プラスチックなどの課題に関する 

詳細な質問票への回答を要請し、その質に応じてスコアリングを行う。 



２．評価軸 

 「ガバナンス」「戦略」「リスクと機会」「指標と目標」4つの観点から、企業が気候変動リスクを経営に統合しているかを評価します。 

スコアはA・A－のリーダーシップスコアから、D－までの８段階で評価される。 

３．当社にとっての意義 

 CDPスコアを報酬連動させることで、2050年ネットゼロ目標に向けた経営層のコミットメントを国際的に示し、リーダーシップを発揮します。 

 

（※２）Eco Vadis：エコバディス 

１．説明 

 「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な調達」4分野で、サプライチェーン全体のリスクとパフォーマンスを評価する国際的格付機関。 

（2025年4月現在で、世界185ヶ国、15万社以上、250以上の業種を評価） 

２．評価軸 

 「環境、労働と人権、倫理、調達」分野における企業の方針・認証・仕組・実践・および結果に対するエビデンスを基に評価を行い、  

評価結果をメダル（プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ）として付与。 

３．当社にとっての意義 

 Scope３への依存度が高い当社において、サプライチェーンリスクを回避し、サプライチェーン全体の持続可能性とレジリエンスの強化を 

客観的に証明します。 

 

【社外取締役のサポート体制】 
社外取締役のサポートは、経営企画室が行っております。具体的には、取締役会の開催に際しては、議案についての事前説明等を行っております。  

また、必要に応じて適宜、電子メール・電話等により情報を共有しております。 

  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

(1) 取締役会 

当社の取締役会は、本報告書提出日現在において監査等委員である取締役4名を含む取締役10名（うち社外取締役5名）で構成され、毎月開催さ

れる定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営会議での議論も踏まえて経営上の重要な意思決

定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 

なお、当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。

議長  ：代表取締役社長  都木聡 

構成員：取締役副社長 野﨑哲也、常務取締役 小林保裕、取締役 志賀勇佑、社外取締役 多田斎、社外取締役 佐藤祥子、取締役（常勤監査等委

員）千歳香奈、社外取締役（監査等委員）髙橋由人、上杉昌隆、大川紗苗 

(2）監査等委員会 

監査等委員会は、本報告書提出日現在において取締役4名（うち社外取締役3名）で構成されており、毎月開催される定時監査等委員会に加え、

必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は内部監査グループ及び会計監査人とも意見調整を行いながら、

効率的かつ合理的な監督を実施しております。 

なお、当社の監査等委員会の構成員は次のとおりであります。

委員長：取締役（常勤監査等委員）千歳香奈 

構成員：社外取締役（監査等委員）髙橋由人、上杉昌隆、大川紗苗 

 

(3）指名・報酬諮問委員会 

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問

委員会は、取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るこ

とを目的としており、取締役会の諮問に基づき以下の各項目を審議し、その内容を取締役会へ答申します。 

①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 

②代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案 

③その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項 

④取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 

⑤取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の現金報酬の内容及び現金報酬以外の報酬の内容に係る決定に関する方針の原案 

⑥その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 

なお、当社の指名・報酬諮問委員会の構成員は以下の通りであります。

委員長：代表取締役社長  都木聡 

委員 ：社外取締役 多田斎、社外取締役（監査等委員） 髙橋由人 

 

(4）経営会議 

当社では週1回、代表取締役社長都木聡が議長を務める経営会議を開催しており、原則として常勤取締役及び各部署の責任者が出席しておりま

す。経営会議は、職務権限規程及び経営会議規程に基づき、事業計画及び業績についての検討及び重要な業務に関する意思決定を行っており

ます。各部門の業務の執行状況が報告され、情報を共有しつつ、十分な議論を行っております。 

 

(5）リスク管理委員会 

当社ではリスク管理規程に基づき、管理本部担当取締役を委員長とするリスク管理委員会がリスク管理を統括しております。リスク管理委員会     

は、当社グループにおけるリスクの分析及び評価を行うとともに、認識したリスクに対する監視を継続し、活動の状況について定期的に取締役会

に報告を行っております。経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが発生した場合には、リスク管理委員会にて対応策を検討し、取締役会

に提言を行うこととしており、緊急時には、リスク管理委員会にて、速やかな情報伝達と指揮命令を行う体制を整備しております。  

また、リスク管理委員会はコンプライアンス規程で定めるコンプライアンスを統括する機関としての役割も担っており、万一リスクが発生した場合    

に、当社が被る損害を最小限にとどめることを目的とし、コンプライアンス遵守に関する方針・施策の策定、展開及び管理状況の確認等を行ってお

ります。 

なお、当社のリスク管理委員会の構成員は以下の通りであります。

委員長：常務取締役  小林保裕 

委員 ：取締役（常勤監査等委員） 千歳香奈、経営企画室長 

 

(6）サステナビリティ推進委員会 

当社グループは、気候変動などの地球環境問題への対応、従業員の健康・労働環境への配慮など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リ

スクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しております。当社ではこれらの課題に対して、より横断的かつ機動的

な対応を図ることを目的として、代表取締役社長都木聡を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しております。  



サステナビリティ推進委員会は、当社グループのサステナビリティ経営に関する戦略の推進および方針・施策の決定や、各重要課題（マテリアリ

ティ）に関する事項を検討し、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを行い、取締役会へ報告・提言しております。 

なお、当社のサステナビリティ推進委員会の構成員は以下の通りであります。

委員長：代表取締役社長  都木聡 

委員 ：取締役副社長 野﨑哲也、常務取締役 小林保裕、取締役 志賀勇佑、取締役（常勤監査等委員）千歳香奈、執行役員5名 

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 
2021年3月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日

付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。 

本移行は、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能を強化し、当社グループの持続的

な企業価値向上に向けてコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。



補足説明 

 

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

 
補足説明 

株主総会招集通知の早期発送 
可能な限り、招集通知の早期発送に取り組んでおります。また、招集通知の発送に先駆

け、TDnetへの開示及び当社ホームページへの掲載を行っております。 

集中日を回避した株主総会の設定 事業年度末が12月であるため、集中日と異なる日に定時株主総会を開催しております。 

電磁的方法による議決権の行使 
2019年3月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を実施しておりま

す。 

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み 

 

2022年3月開催の定時株主総会より、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム 

（ICJ）に参加しております。 

 

招集通知（要約）の英文での提供 
海外投資家の議決権行使に係る適切な環境整備の一環として、株主総会招集通知に関

し、いわゆる狭義の招集通知の英訳を実施し、TDnetへの開示及び当社ホームページへ

の掲載を行っております。 

その他 
株主総会会場では、映像やナレーションを用いて事業報告等の説明を行い、株主総会の

活性化を目指した取り組みを行っております。 

 

 

２．ＩＲに関する活動状況 
 

  

 

補足説明 

代表者
自身に
よる説
明の有

無 

 

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 
当社ウェブサイトにディスクロージャーポリシーを掲載し、基本姿勢や開示方

法、沈黙期間について記載しております。詳細は以下をご覧ください。 

https://ceres-inc.jp/ir/disclosure/ 

 

 

個人投資家向けに定期的説明会を開催 
個人投資家向けの説明会及びセミナーを定期的に開催し、代表取締役社長ま

たは常務取締役兼管理本部長が業績及び経営方針を説明することとしており

ます。 

 

あり 

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催 

本決算及び第2四半期決算発表時の年2回、アナリスト・機関投資家に向けて

説明会を実施し、代表取締役社長が業績及び経営方針等の説明をすることと

しております。 

 

あり 

 

IR資料のホームページ掲載 
決算短信、適時開示資料、各種説明資料、有価証券報告書及び四半期報告

書を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。また、外国人投資家に

役立つよう、IR資料の英訳についても積極的に取り組んでおります。 

 

IRに関する部署（担当者）の設置 
担当部署：管理本部 

情報取扱責任者：常務取締役兼管理本部長 小林 保裕 

 

 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 
 



 

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 

当社は「サステナビリティ推進委員会」を中心に、環境負荷低減と企業価値向上の両立を推

進しております。具体的には、脱炭素社会の実現に向けた「再エネ100宣言 RE Action」へ

の加盟や、CDPスコアの目標設定を含むサステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達な

ど、戦略的な環境対策に取り組んでおります。今後も事業活動を通じた持続可能な社会の

実現に貢献してまいります。 

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定 

当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供することが重要で

あると認識しており、ホームページ及び適宜開催の会社説明会等を通じて情報提供を行っ

てまいる方針です。 

 

その他 
当社は、多様な人材の活躍が持続的な成長の源泉であると考え、ダイバーシティを推進し

ております。2026年2月には女性活躍推進の最高位「プラチナえるぼし認定」を取得いたしま

した。今後は、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」の取得に向けた両立支

援制度の拡充など、人的資本の蓄積に向けた体制強化を継続的に進めてまいります。 

Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システムが有効に機能する体制を構築してお

ります。その概要は以下のとおりです。 

 

「内部統制システム構築の基本方針」 

(1)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、経営理念、リスク管理規程、コンプライアンス規程等、コンプライアンス体制に関する規程を当社の取締役・使用人が法令及び社会規範 

を遵守した行動をとるための規範とする。また、取締役会は、当社及び子会社の業務執行が適正に行われるようにするため、内部統制システムの

構築と当社及び子会社による法令等遵守の体制確立に努める。 

 

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」に基づき適切な方法・期間で保管し、取締役が閲覧可能な状態を

維持する。 

 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社及び子会社におけるリスク管理については「リスク管理規程」に基づき、管理本部担当取締役を委員長とするリスク管理委員会が統括する。  

リスク管理委員会は、当社及び子会社におけるリスクの分析及び評価を行うとともに、認識したリスクに対する監視を継続し、活動の状況について

定期的に取締役会に報告を行う。また、経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクが発生した場合には、リスク管理委員会にて対応策を検

討し、取締役会に提言を行う。緊急時には、リスク管理委員会にて、速やかな情報伝達と指揮命令を行う体制を整備する。 

 

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

定時取締役会を毎月開催するとともに必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行

う。また、業務執行取締役及び事業部長で構成される経営会議を毎週開催し、取締役会付議案件の事前検討を行うほか、取締役会決定事項を各

事業部に伝達するとともに、各業務執行取締役及び事業部長の業務執行状況をモニタリングする。 

 

(5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

代表取締役社長直属の内部監査グループが、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社の使用人の業務執行状況の監査を行い業務の適正を

確保する。取締役会は、当社の役職員を子会社の取締役として派遣し、グループガバナンス体制を整備する。また、「関係会社管理規程」に基づ

き、子会社の主管部門である経営企画室が、子会社から経営上の重要事項について報告を受ける体制を整備する。 

 

(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査等委員会は、内部監査グループ及び管理本部の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができる。当該使用人は、監査等委員会

の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役等の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の人事評価 

（監査補助業務に関するものに限る）は監査等委員会が行い、人事異動に関しては監査等委員会の同意を必要とする。 

 

(7)当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体

制 

当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査役及び使用人は、監査等委員会または監査等委員である取締役に対して、法

定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況等を迅速かつ適切に報告する。  

また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査役及び使用人に対し

て、報告を求めることができる。 

 

(8)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社は、「内部通報規程」において通報者の保護を明記し、当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、前項の報告をしたことを理由

として不利な取り扱いをすることを禁止する。 

 

(9)監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員である取締役は、当社の重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか必要に応じて重要な会議に出

席するとともに、業務執行に関する文書を閲覧し、業務執行取締役及び重要な使用人に説明を求めることができる。また、監査等委員会は、監査

を行う上で必要な場合、弁護士、税理士等の専門家を活用することができ、その費用は会社が負担する。監査等委員である取締役がその職務の

執行について、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用等が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要

でないことを証明できる場合を除き、速やかにこれに応じる。 



該当項目に関する補足説明 

(10)当社及び子会社からなる企業集団における財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制 

財務報告の適正性と信頼性を確保するため、必要な体制を管理本部に設置し、財務報告に係る業務プロセスの統制が有効に機能しているかを

定期的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。評価のプロセス及び結果並びに改善状況は、取締役会が監督する。  

 

(11)反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制 

当社及び子会社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、常に危機管理意識を持ち、組織として毅然とした態度で対応す

ることを徹底する。反社会的勢力への対応については、警察関連組織や弁護士等の外部専門機関と連携し情報収集に努め、組織全体で対応し

従業員の安全を確保する。 

 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況については、Ⅳ 内部統制システム等に関する事項  １．内部統制システムに関す

る基本的な考え方及びその整備状況  「内部統制システム構築の基本方針」  (11)反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその体制

に記載のとおりです。 

 

Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

買収防衛策の導入の有無 なし 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

――― 

 

【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】 

 

 

【適時開示体制の模式図】 

<発生事実について> 

開示有無の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<法定事実・決算情報について> 

 
 

以上

連絡 



 


